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フランスにおけるくassociation〉とくpouvoir〉（四） (高作正博）

は
じ
め
に〈
閉
⑪
ｏ
・
国
丘
・
ロ
〉
の
自
由

〈
幽
閉
Ｃ
Ｑ
餌
ご
Ｃ
ロ
〉
の
〈
己
。
□
ぐ
＆
可
〉

分
析
視
角
と
し
て
の
〈
己
目
ぐ
・
片
〉

１
癩
力
」
分
立
の
視
点
１
Ａ
ヌ
ス
ト
ル
の
「
並
行
的
評
価
」
論
ｌ（
以
上
六
五
号
、
六
九
号
、
七
一
号
）

２
懲
戒
「
権
」
の
視
点
ｌ
権
利
職
分
権
二
分
論
ｌ

（
１
）
Ｊ
・
ダ
パ
ン
の
見
解

①
「
権
利
」
の
定
義
と
分
類
方
法

②
「
権
利
」
と
「
職
分
権
」
の
区
別

③
権
利
・
職
分
権
二
分
論
と
統
制
手
法

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
〈
四
の
⑰
。
、
旨
邑
目
〉
と
〈
ご
ｏ
臣
『
ｏ
時
〉
（
四
）

高
作
正
博
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お
わ
り
に ③
「
権
限
」
の
目
的
性

（
３
）
権
利
・
職
分
権
二
分
論
と
結
社
の
懲
戒
権
（
以
上
本
号
）

３
国
家
「
権
力
」
に
よ
る
自
由
の
視
点
１
１
多
元
主
義
論
Ｉ

（
２
）
Ｅ
・
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解

①
「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
区
別

②
「
権
限
」
の
権
利
性

④
職
分
権
の
権
利
性



３ フランスにおけるくassociation〉とくpouvoir〉 (四）（高作正博）

（
１
）
Ｊ
・
ダ
バ
ン
の
見
解
権
利
の
目
的
論
的
楢
成
な
い
し
権
利
に
対
す
る
権
限
濫
用
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
既
に
ジ
ョ
ス
ラ
ン

（、）（ｗ）
の
権
利
濫
用
論
が
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
は
、
全
て
の
権
利
を
目

的
性
な
い
し
職
分
性
の
要
素
に
よ
っ
て
相
対
化
し
、
全
て
の
権
利
を
権
限
濫
用
の
統
制
に
よ
っ
て
制
限
し
よ
う
と
す
る
。
以
下
に
検
討

す
る
議
論
は
、
権
利
濫
用
の
基
準
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
権
利
と
権
限
濫
用
の
基
準
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
権
利
と
を
明
確
に
区
別
し

よ
う
と
す
る
点
で
、
明
ら
か
に
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
見
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
・
職
分
権
二
分
論
を
主
張
す
る
見
解
と
し

（
、
）

て
、
ま
ず
、
Ｊ
・
ダ
バ
ン
を
採
り
上
げ
る
。

①
「
権
利
」
の
定
義
と
分
類
方
法
ダ
バ
ン
は
、
Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー
や
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
権
利
否
定
論
、
及
び
、
権
利
の
定

義
に
関
す
る
意
思
説
・
利
益
説
・
折
衷
説
を
批
判
・
検
討
し
た
上
で
、
形
而
上
学
的
構
成
で
は
な
く
現
実
的
構
成
に
よ
り
、
ま
た
、
意

思
で
も
利
益
で
も
な
い
他
の
要
素
に
よ
り
権
利
概
念
を
提
示
す
る
。
そ
れ
が
、
「
依
属
Ｉ
支
配
（
⑫
層
宵
（
の
口
目
８
，
日
＆
国
⑪
の
）
」
説
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
概
念
を
、
「
同
じ
現
実
の
二
つ
の
面
を
顕
わ
に
す
る
複
合
語
で
あ
る
言
葉
で
も
っ
て
定
義
」
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
「
し
か
も
依
属
こ
そ
が
支
配
の
原
因
と
な
り
支
配
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
ダ

２
懲
戒
「
権
」
の
視
点
１
－
権
利
・
職
分
権
二
分
》
率
１
１

通
常
、
私
法
上
の
権
利
は
、
「
権
利
濫
用
」
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
加
害
意
思
」
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
権
利
行
使

に
向
け
ら
れ
る
統
制
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
社
の
懲
戒
権
と
い
う
私
法
に
属
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
な
ぜ
行
政
権
に
対
す
る
と
同

様
の
統
制
方
法
、
と
り
わ
け
「
き
わ
め
て
大
胆
な
や
り
方
」
た
る
「
権
限
濫
用
」
の
統
制
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
権
利
行
使

の
合
目
的
性
に
ま
で
及
ぶ
「
事
実
の
過
誤
」
の
統
制
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
相
応
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
｝
」

こ
で
は
通
常
の
権
利
と
、
目
的
性
な
い
し
職
分
性
を
特
徴
と
す
る
権
利
と
の
区
別
を
主
張
す
る
議
論
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
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パ
ン
の
権
利
論
そ
れ
自
体
を
採
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
の
権
利
・
職
分
権
二
分
論
の
背
後
に
は
必
然
的
に
そ
の
権
利
概
念
が

横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
本
稿
の
主
題
に
必
要
な
限
り
で
彼
の
権
利
論
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

権
利
の
第
一
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
依
属
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
主
体
」
と
善
益
、
価
値
、
利
益
等
の
「
事
物
」
と

の
間
に
あ
る
一
定
の
関
係
、
即
ち
「
持
つ
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
権
利
と
は
、
自
分
の
も
の
と
し
て
何
か
を
持
つ
こ
と
を
第
一
義

と
す
る
。
第
二
の
要
素
が
、
「
支
配
」
で
あ
る
。
支
配
と
は
、
自
己
の
決
定
や
自
己
の
選
択
の
主
人
で
あ
る
こ
と
、
「
権
利
の
客
体
た
る

事
物
の
自
由
な
処
分
の
能
力
」
に
存
す
る
。
依
属
に
よ
っ
て
主
体
に
帰
属
す
る
事
物
は
、
主
体
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
、
自
由
な
処
分

の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
依
属
と
支
配
の
関
係
が
権
利
と
な
る
。
依
属
は
事
物
の
属
性
で
あ
り
、
支
配
は
主
体
の
属
性
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
利
益
と
意
思
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
事
物
・
主
体
の
属
性
と
し
て
権
利
概
念
の
中
で
同
様
の
地
位
を
付
与
さ
れ
得

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
う
る
。
し
か
し
、
依
属
と
支
配
が
利
益
や
意
思
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ダ
バ
ン
が
繰
り
返
し
強
調
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ダ
バ
ン
は
、
以
上
の
二
要
素
を
「
主
体
面
に
即
し
て
の
内
的
観
点
か
ら
み
て
の
権
利
構
成
要
素
」
と
し
、
さ
ら
に

「
対
他
人
面
に
即
し
て
の
外
的
観
点
」
か
ら
観
察
し
て
、
対
他
人
性
と
い
う
条
件
、
具
体
的
に
は
不
可
侵
性
と
要
求
可
能
性
と
い
う
条

件
を
付
加
し
、
ま
た
、
対
他
人
性
を
保
障
す
る
た
め
に
司
法
的
保
趣
の
要
素
を
付
け
加
え
る
。
以
上
の
検
討
の
結
果
、
「
権
利
と
は
、

か
れ
の
も
の
と
し
て
で
あ
れ
か
れ
に
負
わ
れ
た
も
の
と
し
て
で
あ
れ
或
る
者
に
依
属
す
る
と
認
め
ら
れ
た
善
益
を
、
主
人
と
し
て
処
理

す
る
特
典
で
あ
っ
て
、
客
観
法
に
よ
り
特
定
の
者
に
は
付
与
さ
れ
、
訴
訟
手
続
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
定
義

す
る
特
典
で
あ
っ
て
、
｛（
鵬
）

に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
権
利
概
念
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
分
類
す
べ
き
か
。
ダ
パ
ン
は
、
所
与
の
法
体
系
に
お
い
て
実
定
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る

様
々
な
権
利
を
網
羅
的
に
採
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
無
駄
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
「
論
理
的
な
価
値
を
も
っ
た

区
分
原
理
」
の
み
が
、
そ
の
適
切
な
方
法
論
に
値
す
る
と
し
、
こ
れ
に
適
合
し
な
い
他
の
分
類
、
即
ち
、
①
現
在
存
在
す
る
権
利
と
将
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来
存
在
し
う
る
権
利
と
の
区
別
、
な
い
し
潜
在
的
に
存
す
る
権
利
と
既
得
の
権
利
と
の
区
別
、
②
「
財
産
権
と
財
産
外
的
権
利
と
の
区

別
」
の
よ
う
な
、
権
利
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、
「
諸
権
利
が
か
か
わ
る
物
質
的
・
精
神
的
な
諸
価
値
」
に
着
目
す
る
区
別
、
③
「
永

久
的
権
利
と
一
時
的
権
利
の
別
、
可
譲
的
権
利
と
不
可
譲
的
権
利
と
の
別
」
の
よ
う
な
、
「
た
ん
に
諸
権
利
の
法
律
的
体
制
の
う
ち
に

（
、
）

あ
る
差
異
」
、
④
主
観
法
と
法
律
上
の
地
位
と
の
区
別
、
は
意
味
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

（
咽
）

そ
れ
で
は
、
ダ
バ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
区
分
原
理
が
「
論
理
的
な
価
値
」
を
も
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
権

利
の
客
体
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
権
利
に
つ
い
て
の
差
異
の
主
た
る
原
因
は
、
「
権
利
の
客
体
と
な
る
『
事
物
』
の
本
性
や
構
造
の
多

様
性
に
あ
る
」
。
「
諸
権
利
の
形
態
が
そ
の
下
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
事
物
の
形
態
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
権
利
を
榊
成
す
る

依
属
や
支
配
が
、
そ
う
し
た
素
材
の
多
様
性
に
即
し
て
自
ら
類
型
を
定
め
、
様
態
を
決
め
、
多
様
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
不
可
避
で

あ
る
。
必
然
的
に
、
客
体
こ
そ
が
自
ら
の
法
則
を
押
し
つ
け
る
」
。
依
属
と
支
配
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
権
利
を
把
握
し
よ
う
と
す
る

ダ
パ
ン
に
と
っ
て
、
客
体
は
、
権
利
の
区
別
を
可
能
に
す
る
重
要
な
現
実
で
あ
る
。
第
二
に
、
権
利
の
関
係
性
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。

「
権
利
が
そ
れ
に
依
存
す
る
個
人
的
又
は
集
団
的
な
私
的
又
は
公
的
な
諸
関
係
の
体
系
」
が
、
権
利
の
分
類
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
具
体
的
に
ダ
パ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
、
純
粋
に
個
人
的
な
権
利
と
団
体
生
活
に
由
来
す
る
権
利
と
の
区
別
、
及
び
、
私
法
上
の

権
利
と
公
法
上
の
権
利
と
の
区
別
で
あ
る
。
第
三
に
、
権
利
行
使
の
統
制
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
格
あ
る
権
利
保
持
者
自

身
の
利
益
の
た
め
の
権
利
と
は
別
に
、
他
者
の
利
益
の
た
め
の
権
利
を
語
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
通
常
権
利
は
そ
の
資
格
あ
る
保
持

者
に
奉
仕
し
、
こ
の
保
持
者
に
権
利
の
客
体
た
る
善
益
が
、
こ
の
者
の
利
益
に
な
る
よ
う
依
属
し
て
い
る
の
が
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し

し
ば
し
ば
権
利
は
保
持
者
以
外
の
者
に
、
公
・
私
の
職
分
を
遂
行
す
る
た
め
の
権
利
と
し
て
、
仕
え
る
」
。
当
該
権
利
の
行
使
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
利
益
の
名
宛
人
の
違
い
、
な
い
し
権
利
の
職
分
性
の
有
無
に
よ
る
違
い
は
、
そ
の
利
用
に
関
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
違

い
に
影
響
を
与
え
る
た
め
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
以
上
の
う
ち
、
本
稿
の
関
心
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
第
三
の
分
類
に
あ
る
。
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②
「
権
利
」
と
「
職
分
権
」
の
区
別
ダ
パ
ン
は
、
権
利
概
念
に
つ
き
、
職
分
性
の
観
点
か
ら
「
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利

（
号
。
】
厨
⑩
函
・
算
の
の
）
」
・
「
職
分
的
権
利
（
号
。
】
扇
ざ
ロ
日
○
月
の
］
、
）
」
・
「
職
分
権
（
日
。
罫
、
‐
ず
ロ
§
○
口
、
）
」
の
一
一
一
つ
に
区
別
す
る
。

第
一
に
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
は
、
権
利
保
持
者
が
自
ら
の
物
質
的
・
精
神
的
要
求
を
満
た
す
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
利

（
皿
）

（
腿
》

を
意
味
し
、
大
抵
の
権
利
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
人
格
権
や
物
権
、
債
権
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
権
利

は
、
そ
れ
が
保
讃
す
る
諸
価
値
の
目
的
が
、
「
そ
の
資
格
あ
る
保
持
者
の
善
益
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
保
持
者
は
正
当
な
利

（
函
）

益
受
取
人
又
は
受
益
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
自
己
中
心
的
」
で
あ
る
。
こ
の
権
利
の
主
体
に
あ
っ
て
は
、
自
ら
に
依
属
す
る
と

認
め
ら
れ
る
諸
価
値
を
自
ら
の
固
有
の
善
益
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
直

接
・
間
接
に
他
人
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
「
愛
他
主
義
的
」
な
行
使
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ダ
パ
ン
は
、
む
し
ろ

「
道
徳
的
に
は
」
そ
れ
こ
そ
が
義
務
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。
但
し
、
後
述
す
る
職
分
権
と
異
な
る
の
は
、
権
利
の
主
体
は
、
「
法
的
に
は
」

自
己
固
有
の
利
益
の
た
め
に
権
利
を
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
点
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
職
分
的
権
利
と
は
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
享
有
主
体
が
法
人
で
あ
る

〈
慨
》

た
め
、
そ
の
主
体
の
属
性
故
に
「
職
分
的
」
と
さ
れ
る
。
「
主
体
自
身
が
、
職
分
的
性
格
少
目
ｓ
の
村
の
○
日
旨
冨
の
芹
を
も
つ
の
で
あ
り
、

そ
の
諸
権
利
は
職
分
的
存
在
と
し
て
の
そ
の
性
格
に
与
っ
て
の
み
、
権
利
な
の
だ
」
。
従
っ
て
、
自
然
人
の
権
利
と
の
間
に
は
、
「
そ
れ

ぞ
れ
の
主
体
の
本
性
の
う
ち
に
の
み
、
（
本
質
的
で
は
あ
る
）
区
別
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
権
利
の
属
性
に
差
異
が

あ
る
の
で
は
な
い
。
ダ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
人
は
、
自
然
人
と
同
様
に
独
立
し
た
権
利
主
体
で
あ
り
、
法
人
自
身
の
善
益
を
追
求
す
る

（噸）

こ
と
が
で
き
る
実
在
で
あ
る
。
但
し
、
法
人
の
実
在
性
は
、
そ
れ
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
目
的
に
係
ら
し
め
ら
れ
る
た
め
、
法
人
の

権
利
は
こ
の
よ
う
な
法
人
の
目
的
に
向
け
て
行
使
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
法
人
の

権
利
は
、
法
人
自
身
の
善
益
を
追
求
す
る
と
い
う
自
己
中
心
的
目
的
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
自
然
人
に
お
け
る
と
同
様
の
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議
論
が
成
立
す
る
。

（
噸
）

第
三
に
、
職
分
権
と
は
、
他
人
に
仕
璋
え
る
た
め
の
他
人
中
心
的
目
的
の
権
利
を
意
味
す
る
。
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
や
職
分
的
権

利
の
よ
う
な
、
自
然
人
又
は
法
人
た
る
そ
の
保
持
者
自
身
に
仕
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
権
利
主
体
が
維
持
・
管
理

（
ｗ
》

す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
諸
財
は
、
彼
の
も
の
で
は
な
い
。
職
分
的
権
利
と
は
異
な
り
、
「
か
れ
が
管
理
す
べ
く
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
諸

財
は
、
か
れ
の
も
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
享
受
を
も
た
ず
、
依
属
を
す
ら
も
た
な
い
。
か
れ
は
他
人
の
た
め
に
、
機
関

あ
る
い
は
道
具
と
し
て
の
名
目
で
行
動
す
る
の
で
あ
る
」
。
ダ
パ
ン
は
、
家
族
と
国
家
を
例
と
し
て
示
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ま
ず
、
家
族
は
、
そ
れ
自
体
で
は
法
主
体
で
は
な
い
共
同
体
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
父
親
は
子
供
に
対
す
る
教
育
や
保
謹
の
役
割
を
、

又
は
家
族
共
同
体
に
属
す
る
成
員
全
体
の
善
益
を
維
持
・
達
成
す
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
善
益
は
父
親
の

（噸）

も
の
で
は
な
く
、
子
供
、
妻
等
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
は
法
人
で
あ
り
法
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
精
神
的
・
金
銭
的
な
「
職

分
的
権
利
」
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
の
職
分
的
権
利
を
行
使
す
る
統
治
者
の
命
令
権
、
市
民
の
選
挙
権
、
公
務
員
に
よ

く
噸
）

る
職
務
の
遂
行
と
し
て
の
事
実
的
・
法
律
的
行
為
等
は
、
職
分
権
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
ダ
パ
ン
の
権
利
論
か
ら
す
れ
ば
、
職
分
の
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
得
る
の
は
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
・
職
分
的
権
利
・
職

分
権
の
三
分
説
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
次
の
二
点
に
お
い
て
、
ダ
パ
ン
の
権
利
分
類
論
は
、
自
己
中
心
的
目

的
の
権
利
・
職
分
権
二
分
論
を
唱
え
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
職
分
的
権
利
と
の
違
い

は
、
権
利
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
体
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
権
利
の
性
質
と
い
う
点

で
は
、
両
者
は
と
も
に
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
既
に
指
摘
し
た
。
他
方
、
第
二
に
、

職
分
的
権
利
と
職
分
権
と
の
違
い
は
権
利
の
性
質
の
違
い
で
あ
り
、
ま
た
、
団
体
の
職
分
的
権
利
は
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る

場
合
に
は
職
分
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ダ
バ
ン
は
、
国
家
を
例
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
団
体
は
自
然
人
た
る
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個
々
人
を
介
し
て
し
か
行
為
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
に
内
在
す
る
命
令
の
権
利
は
、
国
家
の
名
に
お
い
て
．
…
命
令
す
る
権

利
を
備
え
た
自
然
人
に
よ
っ
て
、
行
使
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
、
団
体
の
名
で
も
っ
て
す
る
こ
の
命
令
の
法
的
能
力
が
、
職
分
権

で
あ
る
。
…
・
国
家
の
場
合
に
あ
っ
て
の
『
職
分
的
権
利
』
、
公
権
力
の
権
利
は
、
統
治
者
つ
ま
り
権
威
の
担
い
手
の
場
合
に
あ
っ
て

（
、
）

は
、
『
職
分
権
』
と
な
る
」
。
法
人
を
主
体
と
す
る
職
分
的
権
利
と
職
分
権
と
の
こ
一
つ
し
た
関
係
は
、
国
家
以
外
の
法
人
。
な
い
し
団
体

に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
、
ダ
パ
ン
の
権
利
分
類
論
は
形
式
上
は
三
つ
の
権
利
に
整

理
し
て
は
い
る
が
、
権
利
、
職
分
権
、
両
者
の
側
面
を
含
む
も
の
に
区
別
し
て
整
理
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
実
質
上
は
、
権

利
と
職
分
権
の
二
分
論
を
前
提
と
す
る
見
解
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

③
権
利
・
職
分
権
二
分
論
と
統
制
手
法
次
に
、
権
利
と
職
分
権
と
を
区
別
す
る
実
益
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

ダ
バ
ン
は
、
そ
の
限
界
の
問
題
か
ら
権
利
と
職
分
権
を
区
別
す
べ
き
と
い
う
視
点
を
採
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
自
己
中
心
的
目
的
の
権

利
の
統
制
手
法
と
し
て
は
、
「
権
利
濫
用
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
権
利
濫
用
と
は
、
「
権
利
の
不
道
徳
な
利
用
」
を
意
味
す
る
。

こ
の
結
論
に
到
達
す
る
た
め
に
、
ダ
パ
ン
は
次
の
点
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
権
利
濫
用
と
は
、
法
規
に
よ
る
客
観
的
な
限
界
を
超
え

（
卿
》

る
場
合
を
意
味
す
る
「
法
規
違
反
（
》
］
］
の
函
色
］
愚
）
」
か
ら
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
規
違
反
は
、

立
法
者
が
他
人
の
権
利
の
配
慮
や
一
般
的
善
益
へ
の
配
慮
、
ま
た
、
当
該
権
利
主
体
自
身
の
善
益
の
配
慮
な
ど
か
ら
自
己
中
心
的
目
的

の
権
利
へ
の
限
界
付
け
を
行
う
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
こ
の
法
定
の
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
「
権
利
の
利
用
は
も
は
や
問
題

で
は
な
い
」
。
権
利
の
保
持
者
は
、
そ
の
限
界
を
超
え
て
行
動
し
た
場
合
に
は
「
権
利
そ
の
も
の
が
問
題
の
外
に
お
か
れ
」
、
彼
は
「
も

は
や
な
ん
ら
権
利
を
も
た
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
法
律
技
術
的
に
は
、
濫
用
の
問
題
は
、
立
法
者
が
規
定
し
た

（
唾
）

後
に
、
法
の
解
釈
あ
る
い
は
適
用
の
段
階
で
の
み
生
ず
る
」
。
こ
う
し
て
、
権
利
濫
用
は
、
法
規
違
反
と
は
別
の
法
概
念
と
し
て
構
成

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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次
に
、
権
利
濫
用
と
は
、
不
道
徳
な
利
用
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
道
徳
の
次
元
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
道
徳
的
に
は
、
「
権
利
を
自
己
の
悪
、
人
類
同
胞
た
る
他
人
の
悪
の
た
め
に
、
不
道
徳

的
目
的
に
利
用
す
る
時
に
は
、
そ
の
権
利
を
悪
用
し
あ
る
い
は
濫
用
す
る
」
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
道
徳
の
次
元
に
お
け
る
こ
の
解
決

は
、
法
の
次
元
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
「
こ
の
道
徳
が
、
法
規
が
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
、
あ
ま
り
に
も
技
術
的
な
と
こ
ろ
に
お
い

て
、
流
通
を
よ
く
し
、
人
間
化
し
、
ま
た
個
別
化
も
す
る
に
い
た
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
濫
用
の
理
論
は
、
合
法
規
性
の
要
求
す
る

（
噸
）

と
こ
ろ
の
、
道
徳
性
に
よ
る
補
正
で
あ
る
」
。
権
利
濫
用
は
、
〈
ロ
法
規
的
に
利
用
さ
れ
た
権
利
に
つ
い
て
の
み
問
題
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
道
徳
の
要
求
の
射
程
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
は
、
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
ま
り
に
も
広
範
な
も
の
と
解
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
ダ
バ
ン
は
、
二
重

の
限
定
、
即
ち
、
「
人
間
の
道
徳
的
義
務
の
全
体
」
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
人
間
相
互
の
関
係
を
規
律
す
る
他
者
に
対
す
る
義
務
の

部
分
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
、
及
び
、
「
そ
れ
が
合
法
規
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
た
そ
れ
を
越
え
て
存
続
す
る
正
義
、
衡

平
、
人
類
愛
と
い
っ
た
道
徳
的
義
務
へ
の
違
反
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
過
失
と
い
う
こ
と
で
轡
む
く
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

と
す
る
点
を
付
け
加
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
限
定
さ
れ
た
道
徳
に
違
反
す
る
権
利
の
利
用
が
、
権
利
濫
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
不
道
徳
な
利
用
と
し
て
権
利
濫
用
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ダ
バ
ン
は
、
様
々
な
も
の
が
あ
り
得
る
中
で
、

「
異
論
の
余
地
な
く
、
全
体
と
し
て
ま
た
部
分
的
に
も
、
害
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
権
利
利
用
の
す
べ
て
の
行
為
は
不
道
徳
な
利
用
を
、

し
た
が
っ
て
濫
用
を
構
成
す
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
「
も
っ
と
も
明
確
な
不
道
徳
の
場
合
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
加
害
意
思
（
旨
‐

（
噸
》

訂
口
威
。
ｐ
』
の
ロ
巨
胃
の
）
」
を
も
っ
て
為
さ
れ
る
権
利
行
使
が
、
権
利
濫
用
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
噸
）

第
二
に
、
職
分
権
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
権
利
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
。
「
法
規
に
よ
り
職
分
の
遂
行
へ
と

向
け
ら
れ
て
い
る
以
上
職
分
の
善
益
の
た
め
の
権
利
の
利
用
こ
そ
が
、
制
度
の
本
旨
に
叶
う
べ
き
こ
と
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
職
分
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権
利
用
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
職
分
権
特
有
の
本
性
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
職
分
権
特

有
の
本
性
」
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
統
制
手
法
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ダ
パ
ン
は
、
「
法
規
違
反
（
臣
の
恩
昏
の
）
」
以
外
に
、

目
的
、
即
ち
「
自
ら
が
仕
え
る
の
を
使
命
と
す
る
目
的
」
の
観
点
か
ら
の
統
制
が
重
要
と
す
る
。
職
分
権
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
統
制

が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
ダ
パ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
職
分
権
が
「
職
分
に
仕
え
る
こ
と
、
職
分
に
よ
り
現
実
化
す
べ
き
善
益
に
仕
え
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
一
定
の
義
務
拘
束
的
利
用
と
の
関
連
で
の
み
、
設
け
ら
れ
る
も
の
だ
し
又
妥
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
職
分
権
の
定
義
や
本
性
か
ら
の
「
論
理
的
な
諸
原
則
」
と
し
て
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
噸
》

ま
ず
、
①
コ
ン
セ
イ
ュ
・
一
ブ
タ
な
い
し
行
政
裁
判
所
が
行
政
権
に
対
す
る
統
制
手
法
と
し
て
用
い
て
き
た
「
権
限
濫
用
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
権
利
の
目
的
性
を
統
制
の
拠
り
所
と
は
せ
ず
に
た
だ
「
加
害
意
思
」
の
み
に
限
界
を
求
め
る
権
利
濫
用
よ
り
は
、
権
利
行
使

を
広
く
統
制
す
る
機
能
を
持
つ
。
権
限
濫
用
に
よ
れ
ば
、
客
観
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
他
人
の
利
益
の
維
持
・
促
進
・
保
護
と
い
う
目

的
と
実
際
の
権
利
主
体
が
権
利
の
行
使
の
際
に
抱
い
て
い
た
目
的
と
の
齪
饒
の
有
無
が
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
②

職
分
の
不
作
為
を
統
制
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
「
職
分
の
怠
慢
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
職
分
の
遂
行
の
観
点
か
ら
付
与
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
は
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
即
ち
、
不
行
使
の
自
由
は
な
い
と
す
る
理
解
か
ら
の
統
制
で
あ
る
。
最
後（
町
）

に
、
③
行
き
過
ぎ
、
不
足
、
方
向
の
誤
り
な
ど
を
統
制
す
る
こ
と
を
目
指
す
「
不
備
な
利
用
」
な
い
し
「
〈
ロ
目
的
性
の
統
制
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「
権
利
の
利
用
は
、
そ
れ
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
職
分
が
相
応
な
し
か
た
で
遂
行
さ
れ
る
よ
う
な
態
様
で
、
生
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
す
る
観
点
か
ら
の
統
制
で
あ
る
。
職
分
権
の
使
用
は
有
効
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
よ
り
よ
く
そ
の
目
的
を
達

成
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
分
権
の
利
用
と
し
て
為
さ
れ
た
手
段
が
、
そ
の
目
的
を
十
分
に
実
現
で
き
な
い
場
合
、
そ

れ
は
「
不
備
な
利
用
」
と
し
て
フ
ォ
ー
ト
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
職
分
権
の
統
制
手
法
に
は
、
そ
の
実
際
上
の
適
用
に
関
し
確
か
に
様
々
な
実
際
上
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
の
統
制
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手
法
の
適
正
な
行
使
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ダ
パ
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
の
「
論
理
的
な
諸
原
則
」
自

体
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
職
分
権
の
本
性
な
い
し
定
義
か
ら
し
て
、
以
上
の
司
法
統
制
が
論
理
的
に
求
め
ら
れ
る
と
い

う
点
、
ま
た
、
権
利
と
は
異
な
る
統
制
手
法
が
帰
結
さ
れ
る
と
す
る
点
が
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
。

④
職
分
権
の
権
利
性
職
分
権
の
概
念
に
は
、
そ
れ
が
本
当
に
権
利
の
名
に
値
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
つ
き
ま
と
う
。
例
え

ば
利
益
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
主
体
に
は
固
有
の
利
益
が
存
在
し
な
い
た
め
、
職
分
の
担
い
手
は
職
分
に
関
わ
る
権
利
を
持
つ
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
ダ
バ
ン
の
「
依
属
‐
ｌ
支
配
」
説
に
よ
れ
ば
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
権
利
の
第
一
要
素
で
あ
る
「
依
属
」
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
そ
の
関
係
に
入
り
う
る
事
物
の
種
類
及
び
態
様
の
多
様
性
が

指
摘
さ
れ
得
、
そ
こ
に
は
「
利
益
の
み
で
な
く
、
官
職
◎
屋
・
の
お
よ
び
職
分
ざ
ロ
３
．
口
も
含
ま
れ
る
」
。
官
職
や
職
分
は
、
「
少
く
も
主

と
し
て
は
そ
の
担
い
手
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
担
い
手
は
、
自
己
に
依
属
す
る
も
の
と
し
て
、
又
は
も
と

も
と
自
己
に
還
っ
て
く
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
職
分
を
授
け
ら
れ
こ
れ
を
多
少
と
も
自
由
に
行
使
す
る
権
限
を
要
求
で
き
る
、
と
い
う

（
脚
》

こ
と
が
現
わ
れ
る
」
。
割
り
当
て
ら
れ
た
職
分
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
持
つ
、
と
い
う
「
依
属
」
の
関
係
は
、
た
や
す
く
見
出
さ
れ
》
っ（
ｍ
》

る
で
あ
ろ
う
。
「
本
質
的
な
こ
と
は
、
自
己
の
も
の
と
し
て
持
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
分
の
た
め
に
持
つ
こ
と
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
権
利
の
第
二
要
素
で
あ
る
「
支
配
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
態
様
、
即
ち
、
自
由
な
処
分
の
能
力
の
態
様
が
事
物
の
本
性
に
応
じ

て
変
化
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
職
分
権
に
つ
い
て
も
問
題
な
く
こ
の
要
素
を
確
認
し
う
る
と
さ
れ
る
。
「
職
分
権
に
関
し
て
は
、
よ

し
そ
の
担
い
手
が
職
分
に
つ
き
規
定
す
る
法
規
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
（
か
れ
が
担
う
職
分
を
も
利
益
を
も
勝
手
に
こ
れ
ら
を
処

分
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
）
と
し
て
も
、
か
れ
は
な
お
こ
の
法
規
の
枠
内
に
お
い
て
、
職
分
権
者
の
固
有
の
特
権
の
部
分
を
成

（麺）

す
一
定
の
行
為
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
有
し
て
い
る
」
。

職
分
権
の
概
念
は
、
こ
う
し
て
「
依
属
」
の
要
素
と
「
支
配
」
の
要
素
と
を
兼
ね
備
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ダ
パ
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（
池
）

ン
は
さ
ら
に
、
職
分
権
の
観
念
は
、
次
の
二
点
に
現
れ
る
と
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
ダ
バ
ン
が
「
職
分
へ
の
権
利
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ

る
。
特
に
法
律
や
規
約
等
の
客
観
法
に
よ
り
予
め
指
名
さ
れ
た
職
分
の
主
体
は
、
「
任
命
さ
れ
る
こ
と
へ
の
権
利
」
、
即
ち
「
職
分
の
担

い
手
と
し
て
の
資
格
と
そ
の
実
質
と
を
手
に
入
れ
、
身
に
つ
け
、
維
持
す
る
こ
と
を
要
求
で
き
る
」
権
利
を
有
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

職
分
の
主
体
は
、
職
分
の
所
有
権
を
持
つ
者
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
職
分
遂
行
の
権
利
と
呼
ぶ
に
相
応
し

い
も
の
で
あ
る
。
「
職
分
の
担
い
手
は
、
原
則
と
し
て
何
で
あ
れ
一
切
の
行
為
－
－
１
事
実
行
為
、
法
律
行
為
、
権
威
の
、
管
理
の
、
任

命
等
の
行
為
ｌ
を
そ
の
職
分
の
範
囲
に
取
り
入
れ
つ
つ
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
．
も
っ
と
も
、
職
分
震
法
規
に
よ
り
作
為
や

不
作
為
を
、
一
定
の
態
様
や
目
的
の
観
点
か
ら
為
す
よ
う
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
職
分
権
は
、
そ
の
制
限
の
範
囲
内
で

自
由
に
行
使
さ
れ
う
る
。
職
分
遂
行
者
は
、
「
自
ら
が
責
を
負
う
利
益
の
た
め
に
最
善
と
す
る
と
こ
ろ
を
行
う
自
由
を
保
持
し
て
い
る
」

以
上
の
ダ
パ
ン
の
権
利
・
職
分
権
二
分
論
は
、
彼
の
「
依
属
ｌ
支
配
」
説
と
い
う
独
自
の
権
利
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
主
張
さ

れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
一
般
性
に
は
疑
問
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
同
様
に
職
分
の
観
点
か
ら
権
利
の
分
類
を
主
張

す
る
Ｅ
・
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解
を
採
り
上
げ
、
自
己
中
心
的
目
的
の
も
の
で
は
な
い
権
利
の
権
利
性
、
な
い
し
目
的
性
に
つ
い
て
検
討

を
重
ね
て
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

（
２
）
Ｅ
・
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
主
張
の
要
点
は
、
全
て
の
団
体
の
懲
戒
権
を
「
制
度
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
か

ら
説
明
す
る
制
度
説
を
批
判
す
る
点
、
ま
た
、
結
社
の
懲
戒
権
の
性
質
に
つ
い
て
契
約
説
を
主
張
・
論
証
す
る
点
、
さ
ら
に
、
契
約
に

基
礎
を
極
か
な
い
団
体
を
も
含
め
、
全
て
の
団
体
の
懲
戒
権
に
共
通
の
性
質
と
し
て
「
権
限
（
ご
Ｃ
旨
◎
局
）
」
の
概
念
を
提
示
す
る
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
に
よ
る
制
度
説
へ
の
批
判
な
い
し
契
約
説
擁
護
の
推
論
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
本
稿
と
直
接
関
わ

る
点
、
即
ち
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
い
う
「
権
限
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
権
利
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
通
常
の
権
利
と
い
か
な
る
点
に

の
で
あ
る
。



フランスにおけるくassociation〉とくpouvoir〉1３ (四）（高作正博）
お
い
て
区
別
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
み
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

①
「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
区
別
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
そ
の
テ
ー
ズ
『
私
法
に
お
け
る
権
限
（
己
目
ぐ
◎
弓
）
』
に
お
い
て
、
上
位

の
権
利
概
念
（
］
の
、
ｓ
ｏ
芹
の
。
■
］
の
⑪
官
酔
。
、
：
ぐ
の
⑪
］
月
目
目
①
、
）
の
分
類
と
し
て
「
権
利
（
号
。
濤
助
口
亘
の
９
ｓ
」
と
「
権
限

（
己
・
皀
号
）
」
の
区
別
を
説
き
、
両
者
の
区
別
を
法
の
一
般
原
理
に
ま
で
高
め
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
「
権
限
」
概
念
に
つ
き

（醜）

詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
次
の
三
点
に
つ
き
指
摘
し
て
お
く
。
第
一
に
、
実
定
法
の
状
況
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
「
権
限
」
の
語

と
「
職
分
（
ず
口
目
・
ロ
）
」
の
概
念
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
民
法
典
に
お
け
る
委
任
、
夫
婦
財

産
制
度
に
お
け
る
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
権
限
」
、
企
業
に
お
け
る
株
主
の
投
票
権
、
労
働
法
等
の
領
域
に
お
け
る
私
的
団
体
の
懲
戒

権
、
従
業
員
代
表
の
選
任
権
な
ど
を
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
共
通
の
性
質
と
し
て
、
「
人
が
直
接
的
あ
る
い
は
排
他
的

な
受
益
者
で
な
く
と
も
、
あ
る
活
動
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
個
人
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
も
の
と
は
異

（”）

な
る
利
益
に
お
い
て
行
動
す
る
責
任
を
付
与
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
権
限
の
概
念
と
責
任
な
い
し
職
分
の
概
念
と
の
接
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
権
利
」
と
「
権
限
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
ま
ず
、
「
権
利
」
と
は
、
「
自
ら
の
固
有
の
利
益
の
た
め
に
享
有
主
体

に
認
め
ら
れ
る
法
的
権
限
」
と
定
義
さ
れ
る
。
他
方
、
「
権
限
」
と
は
、
「
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
も
の
と
は
異
な
る
利
益
の

（
鋤
》

た
め
に
、
そ
の
享
有
主
体
に
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
。
「
権
限
」
は
、
他
者
の
利
益
の
た

め
に
行
使
す
べ
き
と
い
う
職
分
性
な
い
し
目
的
性
を
特
質
と
す
る
概
念
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
区
別
と
い
う
性
質
決
定
の
実
益
と
し
て
、
司
法
統
制
の
際
の
統
制
原
理
の
違
い
を
指
摘
す
る
。

即
ち
、
「
権
利
」
行
使
の
統
制
原
理
と
し
て
は
、
「
権
利
濫
用
」
（
］
》
：
ロ
、
：
号
◎
溝
）
が
用
い
ら
れ
る
。
権
利
行
使
が
権
利
濫
用
と
し

て
違
法
の
評
価
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
限
界
確
定
の
基
準
に
は
、
「
加
害
意
思
」
（
］
》
一
員
の
口
威
◎
ロ
ロ
①
：
可
の
）
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
。
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他
方
、
「
権
限
」
行
使
の
統
制
に
は
、
権
利
濫
用
で
は
な
く
「
権
限
濫
用
」
（
｝
の
息
８
日
ロ
①
曰
の
貝
ｇ
①
ロ
○
口
ぐ
◎
同
）
が
用
い
ら
れ
る
。

権
限
濫
用
と
は
、
特
定
の
目
的
以
外
の
目
的
で
権
限
が
行
使
さ
れ
て
違
法
の
評
価
を
受
け
る
場
合
を
指
す
が
、
行
政
権
に
対
す
る
統
制

原
理
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
の
方
法
が
一
定
の
私
法
上
の
権
利
（
即
ち
「
権
限
」
）
に
対
す
る
統
制
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

（躯）

あ
る
。
「
実
際
、
親
権
、
株
主
総
会
、
企
業
主
、
組
合
、
夫
婦
の
権
限
の
目
的
性
こ
そ
が
、
そ
の
利
用
の
統
制
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の

（狐）

で
あ
る
。
権
限
濫
用
は
、
権
限
の
存
在
の
司
法
的
表
れ
で
し
か
な
い
」
。

②
「
権
限
」
の
権
利
性
貨
任
な
い
し
職
分
の
性
質
を
持
つ
概
念
を
、
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
権
利
と
「
権
限
」
と
の
区
別
が
、
共
に
権
利
で
あ
る
と
い
う
そ
の
共
通
の
性
質
を
覆
い
隠
す
も
の
で
は
な
い
と
指
摘

（”）

し
て
い
る
。
で
は
、
「
権
限
」
の
主
体
に
付
与
さ
れ
た
権
利
と
は
、
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、

「
権
限
の
主
体
は
、
実
際
に
は
、
自
ら
の
決
定
を
押
し
通
し
、
そ
の
意
思
の
行
使
に
よ
り
法
的
状
況
を
解
決
し
、
他
者
に
対
し
そ
の
決

（狐》

定
を
強
制
す
る
と
い
う
権
利
を
付
与
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
権
限
」
と
は
決
定
権
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

決
定
の
効
力
は
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
側
面
に
区
別
さ
れ
る
。

第
一
に
、
「
利
益
表
明
権
（
］
の
号
昌
Ｑ
け
苔
邑
日
の
『
目
旨
芯
『
畔
）
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
即
ち
、
「
権
限
」
と
は
、
「
自
ら
の
も

の
と
は
別
の
利
益
を
表
明
す
る
権
利
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
「
契
約
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
法
に
よ
り
考

慮
さ
れ
る
意
思
、
即
ち
、
『
法
的
意
思
』
と
は
、
精
神
現
象
た
る
意
志
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
『
利
益
の
表
明
』
で
あ
る
、
と
述
べ
た
」

私
法
学
者
の
見
解
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
「
権
限
の
主
体
は
、
自
ら
の
も
の
と
は
全
く
混
同
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
利
益
を
表
明

し
、
実
現
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
説
明
か
ら
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
が
説
明
す
る
「
権
限
」
の
中
核
に
は
利
益
の
要
素
が
鼠
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
立
場
は
、

権
利
概
念
に
関
す
る
利
益
説
と
よ
り
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
利
益
説
は
、
権
利
の
定
義
で
あ
る
「
保
護
さ
れ
た
利
益
」
を
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蕊ヤ こ
う
し
て
、
「
権
限
」
の
主
体
に
よ
る
決
定
は
、
そ
の
「
名
宛
人
」
に
対
し
て
強
制
的
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
換
一
盲
す
れ
ば
、

（、）

「
権
限
」
は
、
そ
の
主
体
が
「
法
秩
序
を
変
更
し
、
他
者
の
法
領
域
を
侵
す
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
権
限
」
が
規
範
を

述
べ
る
権
利
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
的
効
果
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ガ
イ

ヤ
ー
ル
は
、
結
局
、
「
権
限
」
と
は
、
「
法
律
行
為
」
、
中
で
も
三
方
的
法
律
行
為
」
を
行
う
能
力
と
定
義
さ
れ
る
も
の
と
述
べ
て
い

側
面
で
あ
る
。

（麺）

権
利
主
体
自
身
の
利
益
と
捉
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解
は
、
利
益
説
と
も
若
干
異
な
る
も
の
と
理
解
さ

れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
方
で
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解
に
あ
っ
て
も
、
意
思
の
要
素
が
全
く
不
要
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
権
限
」
の
実
体
が
他
者
の
利
益
の
表
明
と
い
う
契
機
に
存
す
る
と
し
て
も
、
「
そ
の
こ
と
は
、
我
々

の
法
観
念
か
ら
意
思
を
除
外
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
意
思
の
働
き
に
よ
っ
て
こ
そ
、
権
限
の
主
体
は
、
責
務
を
負
っ

て
い
る
利
益
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
権
利
概
念
の
主
た
る
要
素
た
る
意
思
と
利
益
と
に
よ
っ

（狐）

て
権
限
が
説
明
さ
れ
う
る
点
に
、
そ
の
権
利
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
「
規
範
宣
命
権
（
一
の
《
岸
○
群
。
》
の
＆
ｇ
の
『
目
の
ロ
・
自
己
の
）
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
「
権

限
」
の
主
体
に
よ
る
他
者
利
益
の
表
明
が
強
制
力
を
持
た
な
い
場
合
、
そ
れ
は
意
味
を
持
た
な
く
な
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
、
ケ
ル
ゼ

ン
に
な
ら
い
、
「
強
制
の
要
素
は
、
規
範
に
服
す
る
個
人
の
精
神
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
規
範
の
内
容
の
一
部
と
し
て
の
み
、
こ
の

（
、
）

規
範
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
行
為
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
」
と
理
解
し
て
お
こ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
「
権
限
」
は
、

強
制
力
を
部
分
と
し
て
含
む
「
規
範
」
を
述
べ
る
権
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
い
う
「
権
限
」
の
第
二
の

③

「
権
限
」
の
目
的
性
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
権
限
」
と
は
職
分
性
な
い
し
目
的
性
を
備
え
た
権
利
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨



琉大法学第75号（2006） 1６

を
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
権
限
と
は
、
目
的
的
権
利
（
官
酔
○
ｍ
口
は
ぐ
の
、
ロ
巳
厨
の
①
）
で
あ
る
。
権
限
は
権
利

と
は
異
な
り
、
あ
る
目
的
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
そ
の
主
体
の
利
益
と
は
決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
利
益
を
み
た
す
た
め
に
整
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
新
語
は
含
意
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

法
律
あ
る
い
は
判
例
が
、
こ
の
権
利
の
行
使
を
特
定
の
目
的
の
遂
行
へ
と
従
わ
せ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
。
問
題
は
、
「
特
定
の

目
的
」
と
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
権
限
付
与
規
範
に
よ
っ
て
一
般
的
・
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
た
目
的
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
裁
判
官
が
、
権
限
の
主
体
に
よ

る
行
為
の
適
法
性
を
判
断
す
る
際
に
、
参
照
す
る
目
的
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
目
的
を
定
義
す
る
の
は
立
法
者
あ
る
い
は
判
例
の
役
割

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
法
規
範
の
制
定
権
あ
る
い
は
解
釈
権
を
通
し
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
法
律

や
判
例
が
述
べ
る
目
的
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
あ
る
同
じ
権
利
が
目
的
性
を
有
す
る
こ
と
も

あ
る
し
失
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
目
的
性
の
あ
る
権
限
で
あ
っ
て
も
、
常
に
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で

そ
れ
で
は
、
権
利
概
念
お
け
る
目
的
性
の
得
喪
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ガ
イ
ヤ
１
ル
は
、
こ
れ
を

二
つ
の
変
化
の
潮
流
と
し
て
説
明
す
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
権
利
行
使
の
統
制
を
そ
の
「
目
的
の
尊
重
の
統
制
」
と
考
え
よ
う
と
す
る

傾
向
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
、
第
二
に
、
目
的
の
考
慮
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
た
と
す
る
。

ま
ず
、
第
一
の
傾
向
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
「
父
権
（
ご
巳
の
、
：
８
℃
目
の
日
の
］
］
の
）
」
を
例
に
学
説
を
整
理
す
る
。
ロ
ー
マ
法

（躯）

に
お
け
る
父
権
の
「
絶
対
性
」
か
ら
、
現
代
法
に
お
け
る
父
権
の
「
目
的
性
」
へ
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例

え
ば
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
は
、
家
長
の
絶
対
的
権
限
が
「
動
機
づ
け
ら
れ
た
（
８
巨
恐
の
）
権
利
」
、
即
ち
、
子
の
利
益
に
従
属
す
る
権
利
へ

と
徐
々
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
古
代
ロ
ー
マ
法
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
父
権
の
歴
史
は
、
権
利
濫
用
理
論

（加）

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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（
３
）
権
利
・
職
分
権
一
一
分
論
と
結
社
の
懲
戒
権
以
上
、
ダ
パ
ン
の
見
解
と
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
見
解
と
に
は
重
要
な
共
通
点
が
存
す

る
。
第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
用
語
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
団
体
の
懲
戒
権
を
職
分
な
い
し
目
的
性
を
含
む
権
利
概
念
で
説
明

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
権
利
の
性
質
の
違
い
が
統
制
原
理
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
結
社

の
懲
戒
権
に
対
す
る
統
制
原
理
と
し
て
、
な
ぜ
権
利
濫
用
で
は
な
く
権
限
濫
用
が
用
い
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
権
利
の
性
質
の
観

（瓢）

点
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
以
上
の
検
討
を
経
て
も
な
お
残
る
次
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
ダ
パ
ン
も
ガ
イ
ヤ
ー
ル
も
、

（醜）

だ
か
ら
」
。

（
３
）
梅

の
そ
れ
と
混
同
さ
れ
て
き
て
い
る
」
。
「
元
来
、
こ
の
権
利
は
、
．
…
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
絶
対
的
な
権
利
の
側
面
を
示
し
て
き
た
。

し
か
し
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
の
法
律
家
は
目
的
の
概
念
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
は
、
・
・
：
子
の
利
益
、

（
叩
）

ま
た
そ
れ
を
越
え
て
、
家
族
の
利
益
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
」
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
状
況
は
同
じ
で
あ
り
、
父
権
が
子
の
利

（、）
益
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
質
は
、
諸
々
の
判
決
の
中
で
も
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
権
利
に
対
す
る
客
観
的
な
統
制
手
法
の
発
展
と
い
う
事
情
が
背
景
に
存
す
る
。
「
権
限
の
主
体

の
意
思
に
つ
い
て
、
そ
の
純
粋
性
の
統
制
が
、
客
観
的
制
限
の
蹴
越
の
統
制
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
あ
る
。
こ
れ

は
、
後
に
こ
の
権
利
に
付
け
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
偶
然
の
産
物
で
は
な
い
。
主
観
訴
訟
は
、
よ
り
明
確
な
制
限
の

中
に
権
利
行
使
を
閉
じ
こ
め
る
必
要
性
を
強
調
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
公
法
学
者
に
は
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
最
近
ま
で
権
限
濫
用
の
統
制
を
受
け
て
き
た
行
為
の
無
効
を
、
今
日
で
は
、
客
観
的
適
法
性
の
要
請
の
発
展
に
よ
り
正
当
化

（
卵
）

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
面
が
増
加
す
る
の
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
」
。
以
上
の
こ
と
は
、
権
限
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
て

い
る
。
但
し
、
「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
権
限
が
権
利
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
進
化
は
、
一
方
通
行
で
し
か
起
こ
ら
な
い
の
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職
分
権
な
い
し
権
限
が
権
利
で
あ
る
と
す
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
理
解
は
妥
当
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か

に
、
職
分
を
遂
行
す
る
｝
」
と
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
義
務
で
あ
っ
て
、
権
利
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
疑
念
は
容

（
画
）

易
に
払
拭
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
「
行
使
の
義
務
あ
る
権
利
」
と
す
る
構
成
が
矛
盾
し
て
い
る
と
し
て
批
判
す
る
見
解
は
、
そ
の
代

表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ダ
パ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
職
分
の
中
に
は
権
利
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
が
あ
り
得
る

が
、
し
か
し
、
全
て
の
職
分
が
権
利
と
な
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
「
職
分
権
は
．
…
あ
る
側
面
で
は
権
利
の

（“》

類
に
数
え
る
こ
と
を
許
す
諸
要
素
：
：
を
含
ん
で
い
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
に
権
利
の
認
証
を
与
え
る
（
の
⑩
日
日
ご
】
］
の
可
）
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
即
ち
、
「
部
分
的
類
似
」
か
ら
「
完
全
な
同
化
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
等
の
指
摘
を

（麹》

行
う
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
の
見
解
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
職
分
権
な
い
し
権
限
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、

（麹）

そ
も
そ
も
権
利
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
遡
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
の
解
明
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
な
ぜ
、
結
社
の
懲
戒
権
に
は
、
目
的
性
の
要
素
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ガ
イ
ヤ
ー

ル
は
、
権
利
概
念
に
お
け
る
目
的
性
の
得
喪
を
語
っ
て
い
る
が
、
結
社
の
懲
戒
権
に
即
し
た
説
明
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
次

の
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
止
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
実
定
法
内
在
的
な
説
明
で
あ
る
。
即
ち
、
一
九
○
一
年
法
律

上
、
結
社
の
存
在
自
体
が
一
定
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
実
定
法
を
超
え

る
、
結
社
な
い
し
懲
戒
権
の
本
性
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。
即
ち
、
一
九
○
一
年
法
律
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
結
社
な

い
し
懲
戒
権
の
本
質
的
な
要
請
か
ら
、
そ
の
目
的
性
・
職
分
性
が
導
き
出
さ
れ
う
る
と
す
る
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
｝
」
の
点
は
、
お

よ
そ
団
体
一
般
の
存
在
構
造
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
法
人
の
権
利
義
務
の
享
有
を
「
目
的
の
範
囲
内
」
に
限
定
す
る
日
本
の
民
法
第

四
三
条
の
基
礎
を
含
め
て
、
法
理
学
的
な
検
討
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
以
上
の
説
明
で
権
限
濫
用
の
統
制
に
つ
い
て
の
一
応
の
説
明
は
為
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
、
合
目
的
性
に
ま
で
及
ぶ
「
事
実
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注

の
過
誤
」
の
統
制
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
こ
の
点
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
行
政
判
例
で
は
、
権
限
濫
用
の

統
制
に
は
限
界
が
存
し
、
そ
の
た
め
、
合
目
的
性
を
問
う
新
し
い
手
法
（
評
価
の
明
白
な
過
誤
）
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
観
点
か
ら
私
法
上
の
合
目
的
性
の
統
制
（
重
度
の
フ
ォ
ー
ト
、
駐
目
の
］
２
国
の
）
の
根
拠
を
説
明
し
よ
う
と
す

（躯）
（繩）

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
既
に
指
摘
し
た
「
司
法
判
例
の
先
行
」
と
い
う
現
象
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結

社
の
懲
戒
権
に
関
す
る
限
り
妥
当
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
他
方
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ダ
パ
ン
は
、
職
分
権
の
目
的
性
か
ら

の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
権
限
濫
用
も
合
目
的
性
の
統
制
も
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
結
社
の
懲

戒
権
に
関
す
る
司
法
判
例
が
、
法
の
過
誤
以
外
に
両
者
に
よ
る
統
制
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
容
易
に
付
く
こ
と
と
な
る
。
本
稿

の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
、
ダ
パ
ン
に
よ
る
説
明
の
方
が
よ
り
妥
当
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

戸口へ

1８１１８０

へ

１７９
－〆

‐■ゴヘ

1７６１７５
－～夕

１７８１７７
－ゲ－

田
・
］
。
②
⑩
の
国
ロ
」
・
□
の
『
の
：
臥
庁
：
、
号
Ｂ
【
ｍ
ｇ
ｇ
の
｝
の
巨
吋
『
の
］
晋
一
ａ
厩
ご
山
の
因
・
）
宅
湧
ユ
、
》
巳
⑭
①
．

』
・
ロ
号
冒
》
Ｒ
』
の
号
。
】
←
⑩
巨
亘
の
ｇ
廃
□
」
苣
伊
○
国
・
后
留
．
Ｊ
・
ダ
パ
ン
、
水
波
朗
訳
『
権
利
論
』
（
創
文
社
、
一
九
七
七
）
。

は
、
基
本
的
に
水
波
訳
に
従
っ
て
い
る
。

」
・
ロ
：
］
Ｐ
閂
』
の
号
◎
詳
、
巨
亘
①
口
許
民
呂
・
鼻
・
》
ロ
・
ｍ
Ｃ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
ｍ
）
一
一
一
頁
。

以
上
、
』
・
ロ
：
旨
・
岸
』
の
号
・
溝
、
二
耳
の
・
員
。
ご
・
・
芹
・
・
弓
，
９
，
Ｓ
ｍ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
一
一
’
一
四
四
頁
参
照
。

』
・
ロ
：
旨
》
［
』
の
』
『
◎
諄
囮
巨
互
の
凰
爲
。
□
・
ａ
〔
・
》
ロ
・
息
切
凰
］
の
①
・
ダ
バ
ン
・
前
掲
（
、
）
二
二
五
、
二
一
一
六
頁
。

』
・
ロ
：
目
白
』
の
』
『
。
】
（
：
こ
の
島
〈
。
□
・
鼻
．
．
ｂ
・
息
『
の
一
局
ｍ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
一
一
一
七
、
二
二
八
頁
。

』
・
口
：
旨
》
挿
』
の
号
◎
鳶
⑫
巨
亘
の
巳
爲
ｏ
己
・
鼻
・
》
ロ
・
巳
『
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
腕
）
二
九
一
一
一
頁
。

以
下
の
記
載
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（
唖
）
こ
れ
ら
の
権
利
概
念
に
つ
い
て
は
、
］
・
ロ
：
旨
》
円
』
の
号
。
】
一
目
豆
の
。
←
儲
。
ｐ
・
骨
・
・
で
・
局
⑪
２
ｍ
・
》
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
畑
）
二
一
一
九
頁

』
・
口
：
旨
・
房
号
ｓ
一
目
耳
の
息
監
・
己
．
。
】
〔
・
》
巳
・
函
】
の
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
伽
）
二
九
四
頁
。

』
・
ロ
：
】
Ｐ
房
」
『
◎
鳶
、
巨
亘
の
ｇ
儲
。
ご
・
・
旨
》
己
・
函
ｇ
ｇ
圏
】
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
肺
）
一
一
九
六
、
一
一
九
七
頁
。

』
・
ロ
：
旨
》
円
お
号
ｏ
黙
、
巨
且
の
鳥
儲
。
□
・
・
芹
・
》
□
・
Ｓ
ｍ
ｇ
ｍ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
四
五
頁
以
下
。

』
・
ロ
：
】
Ｐ
斤
曰
◎
碁
⑰
巨
亘
の
ｇ
儲
。
□
・
９
Ｆ
で
．
⑬
巴
の
一
圏
画
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
腕
）
一
一
九
九
頁
。

』
・
口
：
貫
馬
号
◎
罫
の
巨
亘
の
ｇ
廃
。
ご
・
骨
・
》
己
・
闇
悼
の
庁
暉
圏
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
三
○
○
頁
。

』
・
口
：
員
目
Ｌ
命
号
◎
評
の
巨
亘
の
ｇ
算
。
ご
・
・
鴬
・
》
己
・
闇
の
①
庁
②
．
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
一
一
○
一
一
、
三
○
三
頁
。

』
・
ロ
：
』
Ｐ
■
の
Ｂ
Ｃ
営
⑰
Ｅ
ど
の
自
民
◎
己
・
・
一
一
・
》
己
・
層
函
の
一
層
⑪
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
卵
）
一
一
一
○
五
、
三
○
六
頁
。

』
・
ロ
：
】
貝
田
の
』
『
○
群
目
耳
の
２
房
。
ご
ｂ
旨
》
で
・
園
⑫
．
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
三
○
五
頁
。

本
稿
で
述
べ
て
き
た
、
「
法
律
侵
犯
」
に
お
け
る
「
法
の
過
誤
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

］
・
ロ
呂
冒
》
円
』
の
日
。
】
戸
⑪
巨
亘
の
ｇ
儲
：
．
◎
詳
・
・
己
・
日
Ｃ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
畑
）
一
一
一
六
二
頁
以
下
。

』
・
ロ
：
】
Ｐ
田
の
号
。
】
庁
、
巨
互
の
ｇ
儲
ｃ
で
・
凰
庁
・
》
で
．
ｇ
塵
９
ｍ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
一
一
九
一
一
一
頁
以
下
。

○
・
両
旨
の
『
〔
匂
い
画
『
の
、
］
の
Ｂ
○
吋
②
］
の
旦
陣
ｐ
ｍ
－
の
、
◎
す
］
】
、
■
註
。
ｐ
の
。
ご
筐
の
の
ど
◎
で
．
。
】
一
・
・
℃
．
】
、
］
の
一
ｍ
。

』
・
己
：
ご
》
［
『
の
ｇ
ｏ
耳
⑩
巨
亘
の
ｇ
民
＠
℃
・
骨
・
》
已
・
圏
】
９
ｍ
・
ダ
バ
ン
・
前
掲
（
畑
）
三
二
四
頁
以
下
・

ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
三
二
五
頁
等
の
水
波
朗
訳
で
は
「
職
権
の
歪
曲
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
用
語
の
統
一
と
フ
ラ
ン
ス
行

政
法
上
の
訳
語
と
の
一
致
を
は
か
る
た
め
、
「
権
限
濫
用
」
と
す
る
。

本
稿
で
述
べ
て
き
た
、
「
法
律
侵
犯
」
に
お
け
る
「
事
実
の
過
誤
」
に
相
当
す
る
。

』
・
ロ
：
目
》
Ｒ
ゐ
号
Ｃ
拝
⑪
巨
亘
の
・
賃
。
ご
・
＆
庁
・
》
己
・
豊
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
ｍ
）
一
一
五
頁
。

』
・
ロ
呂
員
戸
茄
」
『
◎
拝
②
巨
亘
の
具
民
。
ｐ
員
・
・
己
・
圏
噌
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
三
一
一
頁
。

以
下
参
照
。
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（
犯
）

￣､

２００
，口"

２０３２０２２０１
－グ～げ、￣

国
・
○
臼
］
］
ｍ
『
』
》
【
」
の
で
◎
色
ぐ
。
弓
の
ロ
』
『
◎
影
己
臥
ぐ
⑩
】
◎
で
．
○
詳
・
・
ロ
・
垣
・

因
．
。
■
■
］
⑫
埒
２
円
』
の
で
◎
臣
ぐ
◎
け
の
ロ
９
吋
◎
芹
や
働
く
Ｐ
Ｃ
巳
・
曰
（
・
・
己
・
函
桿
・

因
・
の
四
巨
閂
こ
》
Ｆ
の
已
目
く
Ｃ
月
の
ロ
ュ
目
涛
已
臥
忌
・
８
．
ｓ
一
・
》
で
・
闇
２
，
．
》
己
．
①
、
の
げ
ぃ
・

因
・
の
巴
二
国
門
口
・
閂
」
の
己
。
臣
ご
Ｃ
弓
①
ロ
ユ
目
詳
ロ
ゴ
ご
⑩
。
◎
ロ
・
ロ
鳶
Ｊ
ｐ
－
②
】
・

面
．
。
巴
］
］
四
吋
』
》
㈲
の
で
○
口
ぐ
。
旨
の
ご
已
吋
◎
芹
ご
凶
ぐ
⑩
》
◎
で
．
ｓ
庁
。
。
ご
・
】
⑪
『
・

因
・
の
巳
臣
山
Ｈ
ｇ
閂
』
の
已
○
宮
ご
○
胃
の
ｐ
ｇ
Ｈ
ｏ
】
（
で
己
ぐ
の
》
Ｃ
己
．
。
】
庁
・
・
巳
・
】
⑭
、
．

」
・
ロ
：
』
Ｐ
Ｐ
』
の
号
＆
←
、
巨
亘
の
ｇ
】
一
．
ロ
・
骨
．
．
ご
・
圏
の
（
②
・
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
川
）
九
○
頁
以
下
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
、
尾
吹
善
人

訳
『
法
と
国
家
の
一
般
理
論
』
（
木
鐸
社
、
’
九
九
二
一
五
一
頁
以
下
等
参
照
。

以
上
、
国
・
の
巴
】
］
、
ａ
》
【
』
の
己
。
ｐ
ぐ
。
｝
『
の
ロ
島
◎
芹
ロ
ュ
ぐ
①
．
。
ご
・
◎
詳
・
・
巳
・
］
患
参
照
。
ま
た
、
権
利
の
定
義
に
関
す
る
折
衷
説
（
梅
利
の

本
質
的
要
素
を
利
益
と
意
思
と
の
組
み
合
わ
せ
に
求
め
る
見
解
）
に
つ
い
て
は
、
』
・
口
：
ご
》
閂
』
の
号
＆
合
の
口
亘
の
ｇ
儲
８
．
号
・
》
己
．
『
悼
の
庁

⑰
．
》
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
妬
）
一
○
○
頁
以
下
等
参
照
。

ケ
ル
ゼ
ン
・
前
掲
（
卵
）
七
九
頁
。

固
・
○
日
］
］
閏
具
閂
』
の
己
。
■
ぐ
◎
片
の
己
旦
尉
○
房
ロ
ユ
ぐ
の
。
。
ご
・
。
辱
・
・
己
・
牌
←
Ｐ

一
方
的
法
律
行
為
の
定
義
な
い
し
「
権
限
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
一
つ
の
学
説
が
存
す
る
。
第
一
は
、
「
権
限
」
が
、
一
方
的
法
律

行
為
の
唯
一
の
「
源
泉
（
８
月
８
）
」
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
同
一
視
す
る
公
法
学
説
で
あ
る
。
第
二
は
、
一
方
的
法
律
行
為
は
一
人

の
み
の
「
利
害
関
係
人
（
園
周
一
の
）
」
に
し
か
関
わ
ら
な
い
行
為
で
あ
る
、
即
ち
、
そ
の
効
果
が
一
人
に
し
か
及
ば
ず
、
ま
た
、
単
独
・
固

有
の
法
的
利
益
し
か
表
し
て
い
な
い
行
為
で
あ
る
と
主
張
す
る
私
法
学
説
で
あ
る
。
後
者
は
、
行
為
の
効
果
が
帰
属
す
る
個
人
と
い
う
基

』
Ｃ
：
】
Ｐ
Ｈ
』
の
号
昌
⑰
巨
亘
の
具
践
。
ご
・
鼻
・
・
石
・
巴
の
【
圏
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
肺
）
’
一
一
五
頁
。

』
・
ロ
：
】
Ｐ
Ｒ
』
の
号
。
】
（
⑫
巨
亘
の
自
民
Ｃ
己
・
ロ
】
Ｆ
ロ
・
闇
①
９
ｍ
・
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
叩
）
三
○
九
頁
以
下
。

因
・
の
巳
］
］
胃
』
》
閂
』
の
ｐ
Ｃ
巨
ご
Ｃ
弓
①
ロ
島
◎
再
己
臥
『
少
固
○
ｏ
ｚ
○
ニ
ョ
ロ
レ
。
】
①
⑫
⑪
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準
と
、
固
有
の
利
益
を
主
張
す
る
個
人
と
い
う
基
準
と
を
兼
用
す
る
た
め
に
、
一
方
的
法
律
行
為
を
一
人
の
法
的
主
体
の
み
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
と
理
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
決
定
す
る
個
人
と
そ
の
効
果
が
帰
属
す
る
個
人
と
の
分
離
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
「
権
限
」
の
状
況
を
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
第
二
の
見
解
は
、
第
一
の
見
解
と
対
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
国
・
○
圏
］
］
閂
具
歸
の
己
呂
『
◎
可
の
ロ
号
○
詳
己
目
ぐ
の
》
○
℃
．
○
芹
．
ご
弓
・
匠
』
‐
』
盆
・

以
上
、
因
・
の
凹
匡
■
ａ
》
戸
』
の
ｐ
Ｃ
Ｐ
く
Ｂ
『
の
曰
已
『
＆
缶
で
『
一
く
い
◎
己
・
ロ
旨
Ｊ
で
．
］
９
．

国
・
Ｑ
Ｂ
］
］
ｐ
Ｈ
」
ご
唇
の
ご
Ｃ
Ｐ
ぐ
ｓ
Ｎ
の
ロ
ー
『
Ｃ
旨
己
曰
く
Ｐ
Ｃ
己
．
◎
］
合
，
》
つ
・
］
餉
国
の
【
⑩
，

Ｓ
・
』
Ｃ
ｍ
ｍ
の
国
ご
具
己
の
『
の
、
胃
】
汁
』
①
の
号
○
房
、
の
｛
」
の
］
の
自
吋
の
｝
ｇ
］
己
忌
》
Ｃ
ロ
・
ロ
】
【
・
》
弓
・
鷺
，
の
、
．

■
・
』
。
ｍ
の
①
国
且
》
□
の
］
一
の
い
で
臥
什
』
の
⑪
号
○
一
厨
の
計
曰
の
一
の
冒
門
の
－
９
】
。
ａ
Ｃ
ロ
．
ｓ
一
・
・
℃
・
召
の
［
⑰
．
ま
た
、
。
・
四
℃
の
『
庁
》
『
し
①
『
⑩
四
目
の

忌
日
・
ロ
日
目
巨
の
①
こ
の
号
。
】
←
ロ
ヨ
一
日
Ｃ
：
『
ロ
Ｐ
国
の
且
・
・
ほ
・
の
。
◎
・
」
・
】
程
Ｐ
己
．
］
９
９
⑩
・
等
参
照
。

因
・
Ｃ
Ｂ
］
盲
射
』
》
い
の
石
。
■
ぐ
。
旨
の
ロ
ー
梯
。
】
（
ご
己
く
の
》
◎
己
．
。
旨
・
】
ロ
・
澤
、
一
・

回
．
。
ｍ
』
］
閂
旦
与
の
ご
◎
ロ
く
◎
耳
の
ロ
ー
目
一
（
□
働
く
⑩
》
。
□
・
巳
［
・
》
□
・
悼
吻
⑰
．

も
ち
ろ
ん
、
相
違
点
も
見
ら
れ
る
。
ダ
バ
ン
は
、
職
分
権
を
法
律
行
為
に
限
定
し
な
い
の
に
対
し
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
樋
限
を
法
律
行
為

と
し
て
理
解
す
る
点
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
』
・
ロ
：
旨
・
田
の
」
Ｎ
Ｃ
旨
⑩
巨
豆
の
・
賃
・
石
・
ロ
言
・
》
□
・
目
、
・
圏
①
の
（
閨
圏
》
ダ
パ
ン
・
前
掲

（
、
）
一
一
一
○
一
一
、
一
一
一
○
六
、
一
一
一
一
二
頁
、
国
．
。
且
一
色
ａ
》
Ｒ
』
の
□
。
旨
○
弓
の
ロ
日
Ｃ
』
一
頁
】
く
の
》
：
．
。
】
戸
》
□
・
匠
』
・

牧
野
英
一
『
現
代
の
文
化
と
法
律
』
（
有
斐
閣
、
一
九
一
九
）
三
三
頁
。

』
・
口
：
頁
［
』
の
３
．
－
［
の
ロ
ュ
の
ｇ
莞
。
ご
・
◎
評
・
》
己
・
暖
］
》
ダ
パ
ン
・
前
掲
（
、
）
一
一
一
一
一
四
頁
。

○
二
・
厘
ｍ
の
ロ
ョ
目
ロ
》
ロ
ゴ
の
ロ
◎
臣
ぐ
の
二
の
８
口
＄
ご
註
目
冒
号
○
】
（
の
：
］
の
。
員
肥
Ｅ
吾
の
Ｃ
ｕ
の
。
⑦
旨
・
』
の
目
□
：
旨
》
８
口
、
罰
の
目
①
：

、

□
『
◎
冨
用
》
巨
す
ほ
Ｐ
骨
の
、
←
》
で
．
『
の
、
の
（
『
②
③
［
○
ケ
・
因
】
、
の
ロ
日
凹
口
Ｐ
因
｝
。
『
一
房
」
の
【
す
の
。
ユ
①
ロ
ロ
色
司
◎
芹
ご
』
の
』
旬
◎
罫
。
。
□
、
詳
言
Ｅ
二
○
口
ロ
の
』
の
（

＆
愚
の
、
己
。
］
】
（
】
旨
の
、
》
回
＆
毬
Ｃ
ｐ
ｍ
田
目
昌
の
目
‐
些
少
⑰
⑪
恩
・
勺
胃
】
ｍ
・
画
８
画
》
で
・
時
田
①
戸
局
函
］
，

こ
の
点
、
職
分
権
な
い
し
権
限
と
同
様
の
内
容
を
持
つ
権
利
概
念
に
つ
き
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
、
小
林
公
．
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戸■戸、

２２６２２５
￣ジ、￣

森
村
進
訳
『
権
利
・
功
利
・
自
由
』
（
木
鐸
社
、
一
九
八
七
）
第
四
章
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
「
権
利
と
義
務
の
相
関
性
」
上
法
四
二
巻

二
号
（
一
九
九
八
）
一
一
頁
以
下
簿
参
照
．
ま
た
、
柵
穂
「
鑿
鬮
主
義
の
鱸
瓢
繍
ｌ
Ｌ
デ
ュ
ギ
ー
の
繍
利
否
定
鯰
と
社
会
的
職
分
１
Ｊ

琉
法
五
九
号
二
九
九
八
）
六
五
頁
以
下
参
照
。

国
・
の
巴
】
］
凸
『
』
》
Ｆ
⑩
ご
◎
巨
ご
Ｃ
耳
の
已
旦
吋
○
等
己
昌
ぐ
⑩
》
。
□
・
ロ
旨
】
己
．
】
画
、
③
含
叩
・

拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
〈
膿
、
自
国
夢
。
口
〉
と
ｓ
ｏ
旨
・
可
〉
（
一
一
一
）
」
琉
法
七
一
号
（
一
一
○
○
四
）
二
四
頁
。


